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都道府県労働局長殿

基発 0731第 5号

平成 26年 7月 31日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

「インドネシア人看護師等及びフィリピン人看護師等の法定労働条件の

履行確保のための出入国管理機関との相互通報制度について」

の一部改正について

「経済上の連携に関する日本固とインドネシア共和国との聞の協定」又は「経

済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との聞の協定Jに基づき受け入

れられたインドネシア人看護師等及びフィリピン人看護師等の法定労働条件の

履行確保のための出入国管理機関との相互通報制度の実施については、平成20

年 11月27日付け基発第 1127006号「インドネシア人看護師等及びフィリピン

人看護師等の法定労働条件の履行確保のための出入国管瑳機関との相互通報制

度について」により指示しているところである。今般、平成24年4月 18日に

ベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した「看護師及び介護福祉士

の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府と

の聞の交換公文Jによりベトナム人看護師等が受け入れられることを踏まえ、

当該通達について、別紙のとおり改正することとしたので、この的確な実施に

遺漏なきを期されたい。

なお、本件については、法務省入国管理局と協議済みであることを申し添え

る。



別紙

「インドネシア人看護師等及びフィリピン人看護師等の法定労働条件の履行確保のための出入国管理機関との相互通報制度につ

いてJ新！日対照表

改正後 現行

基発第 1127006号

平成20年 11月27日

改正基発 0904第 1号

平成 21年 9月4日
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インドネシア人看護師等ι フィリピン人看護師等亙立さ

トナム人看護師等の法定労働条件の履行確保のための

出入国管理機関との相互通報制度について

「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との聞

の協定J＿，＿「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国と

の間の協定」（以下「協定」という。）文は「看護師及び介護福

祉士の広国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社

基発第 1127006号

平成20年 11月 27日

改正基発 0904第 1号

平成 21年 9月 4日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（契印省略）

インドネシア人看護師等及びフィリピン人看護師等の法

定労働条件の履行確保のための出入国管理機関との相互

通報制度について

「経済上の連携に関する日本固とインドネシア共和国との間

の協定」又は「経済上の連携に関する日本国とフィロピン共和国

どの聞の協定J（以下「協定」という。）に基づき受け入れられた

インドネシア人看護師、インドネシア人介護福祉士、インドネシ



会主義共和国との聞の交換公文」（以下「交換公文！というJ ア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者（以下

に基づき受け入れられたインドネシア人看護師、インドネシア 「インドネシア人看護師等j という。）並びにフィリピン人看護

人介護福祉士、インドネシア人看護師候補者及びインドネシア 師、 7.／°）｛ リピン人介護福祉士、フィリピン人看護師候補者及びフ

人介護福祉士候補者（以下「インドネシア人看護師等」という。）ふ ィリピン人介護福祉士候補者（以下「フィリピン人看護師等」と

フィリピン人看護師、フィリピン人介護福祉士、フィリピン人 いう。）に対する労働基準関係法令の適用及び労働条件の確保に

看護師候補者及びフィロピン人介護福祉士候補者（以下「フイ ついては、平成20年9月8日付け基発第0908001号「「経済上の

リピン人看護師等」という。）並びにベトナム人看護師、ベトナ 連携に関する日本国とインドネシア共和国との聞の協定」に基づ

ム人介護領祉士、ベトナム人看護師候補者及びベトナム人介護 き受げ入れるインドネシア人看護師等の労働条件等の確保につ

福祉士候補者（以下「ベトナム人看護師等」とい2~ に対する いてj及び平成21年6月9日付け基発第0609001号「「経済上の

労働基準関係法令の適用及び労働条件の確保については、平成 連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」に基づき

20年 9月8日付け基発第0908001号「「経済上の連携に関する日 受け入れるフィリヒ。ン人看護師等の労働条件等の確保について」

本国とインドネシア共和国との関の協定Jに基づき受け入れる により指示したところである。

インドネシア人看護師等の労働条件等の確保についてJ＿，＿＿平成21 今般、下記のとおり、労働基準監督機関と出入国管理機闘が相

年6月9日付け基発第O!i09001号「「経済上の連携に関する日本 互に必要な情報を提供し、所要の措置を講ずることにより、イン

固とフィロピン共和国どの聞の協定jに基づき受け入れるフィ ドネシア人看護師等及びフィ Pピン人看護師等の法定労働条件

リピン人看護師等の労働条件等の確保についてJ及び平成26年 の履行確保を図ることを内容とする相互通報制度を実施するこ

7月 28日夕け基発0728第4号 f「看護師及び介護福祉士の入国 ととしたので、との的確な実施に遺憾なきを期されたい。

及び一時的な滞在』ご関する日本国政府とベトナムE土会主義共和 なお、本件については、法務省入国管理局と協議済みであると

国政府との閑の交換公文Jに基づき受け入れるベトナム人看護 とを申し添える。

師等の労働条件等の確保についてjにより指示したところであ

る。

今般、下記のとおり、労働基準監督機関と出入国管理機関が

相互に必要な情報を提供し、所要の措置を講ずることにより、

インドネシア人看護師等主ーフィリピン人看護師等及びベトナム

人看護師等の法定労働条件の履行確保を図ることを内容とする

相互通報制度を実施することとしたので、この的確な実施に遺

憾なきを期されたい。



なお、本件については、法務省入国管理局と協議済みである

ことを申し添える。

記

I 通報事案

(I）労働基準監督機関から出入国管理機関への通報事案

労働基準監督機関において協定又は室盤金主に基づきイ

ンドネシア人看護師等ιフィリピン人看護師等辺主三上土全

ム重量盟笠を受け入れる事業場（以下「インドネシア入看護

師等L フィリピン人看護師等又はベトナム人看護師等受入れ

事業場」という。）に対して監督指導等を実施した結果、イ

ンドネシア人看護師等ιフィロピン人看護師等五且三上之主

ム霊童盟笠に係る労働基準関係法令違反が認められた事案

とするとと。

(2）出入国管理機関から労働基準監督機関への通報事案

出入国管理機関においてインドネシア人看護師等Lフィリ

ピン人看護師等又はベトナム人看護師等受入れ事業場を調

査した結果、イ2 ンドネシア人看護師等L フィリピン人看護師

等文はベトナム人看護師等に係る労働基準関係法令違反の

疑いがあると認められた事案とすること。

2～4 （略）

5 実施の時期

本通達に基づく相互通報制度は、イン，ドネシア人看護師等

に係る事案については平成20年 11月2713＇フィリピン人看

言己

I 通報事案

(I）労働基準監督機関から出入国管理機関への通報事案

労働基準監督機関において協定に基づきインドネシア人 E

看護師等又はフィリピン人看護師等を受け入れる事業場（以

下「インドネシア人看護師等又はフィロピン人看護師等受入

れ事業場jという。）に対して監督指導等を実施した結果、イ

ンドネシア人看護師等又はフィリピン人看護師等に係る労働

基準関係法令違反が認められた事案とすること。

(2）出入国管理機関から労働基準監督機関への通報事案

出入国管理機関においてインドネシア人看護師等又はフ

ィリピン人看護師等受入れ事業場を調査した結果、インドネ

シア人看護師等又はフィリピン人看護師等に係る労働基準関

係法令違反の疑いがあると認められた事案とすること。

2～4 （略）

5 実施の時期

本通達に基づく相互通報制度は、インドネシア人看護師等に

係る事案にっしfては平成 20年 11月 2713＇フィリピン人看護



護師等に係る事案については平成21年9月413＿，＿一三上土主ム
看護師等に係る事案については平成 26年 7月 31日から実施

すること。

師等に係る事案については平成 21年9月4日から実施するこ

と。
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大阪入国管理局 匙壁・量封宝 苧 559－曲剖大li1!J'l主直直~I!:匡由酢北 06 4703ベ2195 農大阪入国管理局
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査査量百 1三週三塁 審査部門 大阪第21圭務合同庁舎
草

兵車 大阪入国神菅戸理支局局 審査部門 守国0-00:M 兵神陣戸地脚方I•戸合市同中庁央舎区梅岸通り日 078』 391掛 6378 兵庫
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宇田や回目兵庫県神戸市中央区海岸通り29 078-3'1-6378 

神戸支局 紳戸血方合同庁舎

広島λ国管理局 λ審査国部・在門留
〒 730－曲 12 広島且広島車·~区上A工揖2-31

082-221-4412 広島λ国管理局
入国・在留 〒 730－即日広島県広島市中区上八T板か・30

広島握置畠企E貴由 審査部門 広島合同庁舎Z号館
082-221叶412

高松丸田管理局 審査部門 〒 760－曲目 香商川訟法県商曹訟合市同丸庁の舎内トl 087-822-5851 高松入国菅理局 審査部門
〒 7伺・-0033 香川県商怯市此の内ト1 OB7-822・5851

高訟法務合同庁舎

福岡入国管理局 λ審査国部・在門留
千 812－凹回 福福ピJ岡岡レ向県笠繍治団岡内市総博錦多区3下ター臼井ミナ77ル8-l 092-626-5151 福岡λ国管理局 λ審査国部・在門留

〒由Zベ初四 割偏白向問レ内空県術港岡囲市内線博第多区3下，，ー臼井ミ亨ナ7ル8-1 
3タミ 092--626-5200 

沖縄 福岡入那国覇菅理支局局 審査部門 〒冊0-凶器 Z許B同廟E第県加I地栃方市合健同m：苧舎15・ 15 曲8－田2-4186 福岡入那国管覇理支局局 審葺部門 干冊。ドOD盟 I狩Z担紛保謂濁1地研方市匝合同)II庁1舎15～l5 098-832-4185 


